
    「介護サービス情報の公表」がはじまります 

     

１ 「介護サービス情報の公表」とは？

    ○制度周知パンフレット 厚生労働省パンフレット

２ 指定調査機関の公募（平成１８年度分は締切りました）

    ○指定調査機関募集要項 必ず内容をご覧ください

    ○関係法令 必ず内容をご覧ください

    ○申請書様式 （添付書類一覧も含む）

    ○申請書様式（様式４－２）

３ 調査員養成研修会（締切り：７月５日）

    ○研修会開催要項 必ず内容をご覧ください

    ○研修会受講申込書
調査機関予定法人を通じて
提出してください。

４ 調査員養成研修機関の公募

    ○調査員養成研修機関募集要項 必ず内容をご覧ください

    ○申請書様式 （添付書類一覧も含む）

    ○申請書様式（様式４）

５ 事業者説明会
 次のとおり事業者を対象とした説明会を開催します。（県から郵送された申込書で報告してください。） 

     日時：７月２８日（金） １４：００～１６：００ 
     会場：倉吉未来中心

６ 関係通知

施行通知 （平成１８年３月３１日付老振発第０３３１００７号）

基本情報 

 
＊事業者が報告された情報をそのま

ま公表していきます。

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

通所介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

居宅介護支援

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

調査情報 
 

報告された内容について調査確認後
公表していきます。

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

通所介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

居宅介護支援

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

記載要領
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